
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員給与の期中増額 

Ｑ：今期の業績がいいので、役員給与を増

額しようと思います。この場合の役員給与は

どのように取り扱われますか？  

 

Ａ：増額部分は損金不算入となります。 

【解説】 

期中における役員給与の改定は、次に該当

する場合を除き、原則として、その事業年度

における定期給与の全額が損金不算入となり

ます。 

①  会計期間３月経過日までに給与改定され

た場合における改定前及び改定後の定期

給与 

②  経営の状況が著しく悪化した事その他こ

れに類する理由により定期給与が改定さ

れた場合 

ご質問の場合は、①②に該当せず当初の定

期給与を増額するということですから、定期

給与は損金算入することができませんが、こ

の場合には、当初に定期給与の額として定め

ていた金額は、引き続き定期同額給与の支給

が行われているものと考えられ、増額部分だ

けが損金不算入となります。 

なお、経営が悪化したものの著しい悪化ま

でには至らない場合の定期給与の減額につい

ても、原則として定期給与の額の全額が損金

に算入されないのですが、減額前後において

定額給与を支給しているときは、減額改定前

の定期給与の額のうち減額改定後の給与の額

を超える部分の金額のみを損金不算入とする

ことが認められます。 
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